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令和 6年神奈川県議会第 3回定例会 文教常任委員会 

 

令和 6年 12 月 10 日 

◆小野寺慎一郎委員  

 公明党の小野寺です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、まず、今回、報告された令和５年度神奈川県児童・生徒の問題行動・

不登校等調査の結果についてお伺いします。 

 この結果を拝見しますと、令和５年度の公立高校における中途退学者数、これ

は、前年度に比べて増加している。さらに、増加傾向が令和３年度以降続いてい

るということも気がかりであります。 

 また、自殺で亡くなった児童・生徒は減少しているとはいうものの、未来ある

子供たちが自殺に追い込まれていることは、とてもやりきれない思いもいたし

ます。こうしたことを踏まえて、中途退学及び自殺に関する県教育委員会の取組

について、何点か、お伺いをしてまいります。 

 初めに、本県の公立高校における中途退学者数について、どのような状況にな

っているのか確認をさせてください。 

 また、教育委員会として、そうした状況をどのように捉えているのかも併せて

お伺いします。 

 

◎学校支援課長  

 令和５年度の公立高等学校における中途退学者は 2,253 人となり、令和４年

度に比べ、全日制は 161 人の増加、定時制では５人の増加、通信制では 75 人増

加し、全体で 241 人増加しました。 

 全日制、定時制、通信制の全ての課程において中途退学者が増加した一因とし

て、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い通常の学校生活が行われてい

ますが、コロナ禍の影響により、生徒の学校に対する意識が変化することで、学

校において集団で生活することの目的や意義を見いだしにくくなった生徒が増

加したことが考えられます。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 今、課長に御説明いただいたことは、資料にも書いてあるんで分かっているん

ですけれども、今、一因というふうに捉えています。これ、ほかの原因というの

は、どういうふうに分析していらっしゃいますか。 

 

◎学校支援課長  

 ほかの中途退学の原因ですけれども、子供たちが、コロナ禍を経験して、リモ

ートでも授業ができる、あるいは様々な子供たちのニーズに対応する学校が増

えてきている、そういうふうな状況の中で子供たちの選択肢が増えたことで、当

初、進学した学校から違う学校に転学するとか、あるいは学校を辞めて働くと

か、そういった選択肢が増えてきているという状況がございます。 
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◆小野寺慎一郎委員  

 価値観が多様化しているというか、そういうこともあるんだと思います。 

 今の質問とちょっと重なるところもあると思うんですけれども、中途退学、こ

れ、かなり切羽詰まって退学せざるを得ないという状況もあると思うんですけ

れども、様々な理由があると思います。今いろいろ伺ったこともそうでしょう。

例えば先ほど、全日制と定時制と通信制とそれぞれの数字を教えていただきま

したけれども、この中退をする理由、これも全日制や定時制や通信制と、課程に

よってかなり差があるものなんでしょうか。 

 

◎学校支援課長  

 中途退学の理由として、多い順に課程別に申し上げますと、まず、全日制課程

では、学校生活・学業不適応と進路変更が 38.2％と 38％と多く、次に、学業不

振が 13.6％となっております。次に、定時制課程では、進路変更が 41.9％で最

も多く、次に、学校生活・学業不適応が 36.8％、次に、その他の理由が 6.8％と

なっています。最後に、通信制課程では、その他の理由が 78.7％で最も多く、

次に、進路変更 12.4％、学校生活・学業不適応 3.3％となっています。その他の

理由が多いことについてですが、通信制では、授業の受講申込みを行わない生徒

に対して、担任等から電話連絡するなどして働きかけているにもかかわらず、連

続して申込みを行わない生徒は、学業継続の意思がないものとして除籍するこ

ととし、そのような生徒をその他の理由に計上しているためです。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 進路変更というのが、かなりの数なんですけれども、例えば、全日制の進路変

更と定時制の進路変更と、これ、また違う考えですか。 

 

◎学校支援課長  

 進路変更という形になりますと、就職に変更するという形が多く、他の学校に

転校するという場合には、これもやはり進路変更ですが、そういったケースと就

職、その二つ、そういった形で進路が変わるのが、大体、進路変更と理解してお

ります。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 スムーズに転校するのと、一回、学校を辞めてというところで数が違うと思う

んです。一つ気になっているのが、今、クリエイティブスクール、当初、最初３

校だったと思うんです。今５校になっていて、いわゆるクリエイティブスクール

と呼ばれる再編の前、かなり中退者が多いんだというふうに聞いていました。こ

れがクリエイティブスクールになって、より子供たち・生徒たちに寄り添う教育

をすることによって、そういう退学率の改善のようなことにつながっているの

かどうか、この辺ちょっと確認させてもらいたいです。 

 

◎学校支援課長  

 中途退学の数が減っているという状況もありますが、対応としては、やはり学
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校が、特にクリエイティブスクールなどにおいては、非常に手厚く、生徒の学校

内での活動を支援できておりますので、そういったこともあるとは思います。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 もしかすると課長のテリトリー外なのかもしれないんで。かなり大量に中退

をしてしまうという事態が一時あったように聞いています。それが、クリエイテ

ィブスクールという形に再編されることによって、さっきの繰り返しになりま

すけれども、より丁寧に子供に寄り添えるようになった。本来であれば、たくさ

ん退学してしまう、そこが集中して改善されれば、中退者も減っていくのかなと

いうのは、すみません、単純なイメージなんです。でも、なかなか全体を見ると、

中退者というのは、そんなに簡単に減るもんじゃないというところがあると、気

になったのは、クリエイティブスクールになったそれぞれの学校、今、五つあり

ますけれども、そうした学校での中途退学率というのは下がったのかどうか、こ

れは、もしお答えできる方がいれば。 

 

◎教育監  

 特に、クリエイティブスクールの最初の３校がスタートしたのが、平成 21 年

ということで、もう十数年前のことですので、正確な数字とかが今あるわけでは

ないんですけれども、その当時、近くの学校に勤務していた経験からすると、多

い年には、入学した生徒の半数近くの生徒が退学してしまう、最終的に３年の終

わりまでということです、というようなこともあったというふうに見ておりま

した。その当時は、生徒数が非常に多い時期で、そうした学校も大規模な学校で

あったと。ですから 40 人を基本として、あるいはそれ以前は、40 人よりさらに

もっと多い定員でやっていたときもありますので、そうした中で、いろいろな課

題のある子供たちは当時からいたと思いますけれども、なかなか、多人数が一堂

にいる中で、一人一人にきめ細かくというところが、全て十分にできていたとい

うことではなかったという状況はあるかと思います。 

 平成 21 年にスタートしたクリエイティブスクールは、30 人程度で学級を編成

して、きめ細かく丁寧に見ていくと。中学校時代に十分、力を発揮できなかった

子たちを積極的に受け入れて、一人一人を支援していくんだ、体験的な学びなど

を重視するんだと、そういうコンセプトでつくった学校でございます。ですの

で、その学校になったからといって中途退学者がいなくなったわけではもちろ

んないのですが、なる以前と比べると、明らかに中途退学者の数は減っていると

いう印象は持っております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 質問を続けます。 

 中途退学を選択する場合、いきなり退学届が出されるということではないと

思うんですけれども、当然、慰留もすると思います。普通に考えれば、中退とい

うのは挫折の結果なんだけれども、中にはポジティブドロップアウトというケ

ースもあると思うんですが、そうした生徒に対しては、次の進路に向けた支援は

必ず必要になってくる。学校では、そうした場合、どういう対応を取っているの
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か、それを教えてください。 

 

◎学校支援課長  

 学校では、担任等が中心となって生徒、保護者と面談を重ね、生徒、保護者の

意向を丁寧に確認し、本人が望む進路の方向性につながるよう支援してまいり

ます。また、生徒の進路適性や継続的な福祉による支援などについては、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家と連携した支援を

行っております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 それでは、この県立高校の中途退学、これを防ぐために県教委としてはどうい

う取組を行っているのか御説明お願いします。 

 

◎学校支援課長  

 県立高校では、これまでも全ての高等学校等で授業改善に向けた校内授業研

究を実施するとともに、生徒が学びに集中できる学習環境の改善と、魅力ある授

業や学校づくりに取り組んでいます。 

 また、中途退学する理由として、学校生活・学業不適応や進路変更の割合が多

いことから、高校生活において将来に明確な目標が持てなかったり、学校になじ

めなかったりしたことから登校意欲が減退してしまうケースが多いことが考え

られます。そこで、各学校の教育内容や特色などについて理解を深めてもらうた

めに、高校選びに役立つ資料をまとめたウェブサイトの整備や、神奈川の高校

展、各学校が行う学校説明会等に努めています。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 入学したらこんなはずじゃなかったという、そういうミスマッチを防いでい

くという、すごく大事なことだというふうに思います。これは就職と同じですよ

ね。そこまで県立高校ってそんなに違いがないのかなと思う反面、やっぱり各学

校でかなり個性があるというのも事実だから、その辺は徹底してやっていただ

くことが、すごく大事なんだというふうに思っています。 

 反面、退学はしたくないんだけれどもという生徒に退学を促していくような、

進路変更という名の退学を促すという、そんなケースもあると思いますし、さっ

きちょっと話が出ましたけれども、退学処分というのもあると思うんです。どう

いうときにそういうふうになるのか、ちょっとお答えができる方、教えてもらい

たい。 

 

◎学校支援課長  

 生徒が問題行動等を起こして指導するケースがございます。その際に、例え

ば、そういった問題行動が再三、繰り返されて、生徒の今の環境で学校生活を続

けていることが生徒にプラスにならないというケースもございます。そういっ

たときには、別の環境で、また一からリセットするというふうなこともできます

ので、そういうふうな形で進路変更を促すケースはあるかとは存じます。 
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◆小野寺慎一郎委員  

 退学処分というのは、どういうときに行われるんですか。先ほど暴力の話が出

ていましたけれども。 

 

◎指導部長  

 いわゆる性行不良で、今後、改善の余地がない場合に、そういった処分を行う

ことはあり得るんですが、県立高校においては、基本的には、そういった処分に

は持っていかずに、極力、それまで指導を積み重ねて、学校に戻れるのか、それ

とも先ほど話があったように違う環境でスタートしたほうがいいのかというふ

うなところを第一に考えて生徒の指導に当たっております。処分というのは、ど

うしても履歴上にも残ってしまうものなので、それは極力避けたいというふう

な方向で指導をしているのが現状でございます。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 次に、自殺の状況について、お伺いします。 

 自殺により亡くなった全国並びに県内の児童・生徒の現状と、過去５年間の推

移について確認をさせてください。 

 

◎学校支援課長  

 自殺によって亡くなった児童の数ですが、まず、全国からまいります。令和元

年、317名、令和２年、415名、令和３年、368、令和４年、411、令和５年、397。

一方、県の推移ですけれども、県は、令和元年、18、令和２年、27、令和３年、

23、令和４年、32、令和５年、21 人となっております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 新聞報道で、たしか令和４年からとうとう 500 人を超えたという、そんな報

道があった記憶があったので、今お伺いした数とちょっとずれているんだけれ

ども、いいです、これは後でもう一回確認したいと思います。令和４年以降、500

人を超えているというような報道があったような記憶があります。分かりまし

た。 

 この自殺した児童・生徒が置かれていた状況、これは、どの程度把握をされて

いますか。 

 

◎学校支援課長  

 神奈川県児童・生徒の問題行動・不登校等調査において、自殺した児童・生徒

が置かれていた状況は、不明が 47.6％と最も多いです。次いで、家庭不和が

28.6％、次に友人関係での悩み、これはいじめを除きますが、これが 19％とな

っております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 心の不調だとか、そういった、なかなか困難を抱えていてもＳＯＳが出せない

とか、それも不明というところになっているところだと思います。 
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 先ほど、全国の数字についてもお答えいただいたんですが、全国的には、令和

４年以降、高止まり、１回たしか令和元年から２年になるときに、がんと 100 人

ぐらい増えたという、ちょっとそういう印象があるんです。確かに、さっきの数

字もそうでした。その後どうも高止まりが続いているんだけれども、県内も波は

あるにしても、昨年、令和４年度から令和５年度にかけてかなり減少させたとい

うこともあるんですが、県教委が今、行っている取組と数字の変化、どういうふ

うに捉えていらっしゃいますか。 

 

◎学校支援課長  

 自殺の要因として、不明が多いことから、心の不調や悩みなどの困難を抱えて

いながらＳＯＳを出せない、相談できない子供たちを学校が早期に把握して、適

切な支援につなげていくことが大変重要となります。こうしたことから県教育

委員会では、令和５年度からスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワ

ーカーを大幅に増員し、全国に先駆けて新たな取組である、かながわ子どもサポ

ートドックに取り組んでいます。自殺で亡くなった県内の児童・生徒が減少した

一因として、サポートドックの取組により、これまで特に問題ないと捉えていた

生徒が悩みや困難を抱えていることを学校が把握し、適切な支援につなげ、解決

したケースがあるなど、一定の効果があると考えています。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 それでは、この質問の最後に、児童・生徒の自殺予防に向けて今後、県教育委

員会はどう取り組んでいくのか、お伺いをします。 

 

◎学校支援課長  

 困難を抱える子供たちを早期に把握し支援するために、県教育委員会として

は、かながわ子どもサポートドックの取組をさらに充実させる必要があると考

えています。そのため、かながわ子どもサポートドックの効果等を取りまとめ、

県立学校に加えて市町村教育委員会や小中学校とも共有することで、各学校の

組織的な取組を強化していきます。 

 また、将来にわたって継続的・安定的な教育相談体制をしっかりと確立するた

めには、スクールカウンセラー等の専門人材を学校職員として常勤的に配置す

ることが必要だと考え、捉えており、国に要望してまいります。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 数を見ると、もちろん小・中・高の中で高校生がとても多いんだけれども、や

っぱり小学生もいるし、中学になるとどんと増えてくるということがあるので、

市町村の教育委員会との連携、ぜひしっかり行っていただきたいと思います。 

 それでは、最後に要望を申し上げますが、子供の自殺については、現在、深刻

な社会問題となっています。しっかりと取り組まなければいけない最重要課題

であります。子供たちが自ら命を絶つようなことは、絶対に防がなければならな

いと考えておりますので、県教委では、昨年度からスクールカウンセラーなど専

門家の配置を大幅に拡充して、全国に先駆けて、先ほどお話をいただいている１
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人１台端末を活用した、かながわ子どもサポートドック、これに取り組んでい

る。それによって、先ほど御答弁にもあったように、自殺リスクの高い子供を早

期に把握することができて、適切な支援につながった結果、減少しているという

お話もございますので、これをぜひ継続していただきたいです。 

 それと、中途退学者に関しては、これは本当に長年にわたる課題だというふう

に思っています。今回の調査結果で明らかになった課題についてもしっかりと

県教委と学校で共有して、引き続き、困難を抱える生徒への指導・支援の充実を

図るようにお願いいたします。 

 先ほど、クリエイティブスクールの話をしましたけれども、そういう、学業で

つまずきやすい生徒さんが多い学校では、卒業から就職のサポートをするスク

ールキャリアカウンセラーというような人たちの役割も大きいと思いますし、

先ほど来お話のあったスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、そ

うした方々と共にしっかり取り組んでいただきたい。同時にそうした職員の

方々の身分と待遇の改善も必要ではないかと思っておりますので、そこもしっ

かりと検討していただけるようにお願いいたします。 

 次に、ヤングケアラーに関する福祉子どもみらい局との連携について、お伺い

をします。 

 令和６年６月に子ども・若者育成支援推進法が改正されました。そこでは、ヤ

ングケアラーを家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認

められる子ども・若者というふうに明記され、国や地方自治体が各種支援に努め

るというふうにされました。９月の第３回定例会の代表質問において、ヤングケ

アラーへのさらなる支援について質問をさせていただきました。その際、知事か

らは、ヤングケアラーについての普及・啓発を強化するようにさらに推し進めて

いくという答弁をいただいたところであります。今後、県教育委員会としてもヤ

ングケアラーへの支援に向けて、福祉子どもみらい局や市町村とのより一層の

連携が必要であると考えておりますので、その点について何点か、お伺いをして

いきます。 

 まず、学校においてヤングケアラーを早期に発見するために、県教育委員会と

してどのような取組を行っているのか確認をさせてください。 

 

◎学校支援課長  

 令和５年度から新たにスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカ

ーを大幅に増員し、ヤングケアラーを含めた困難を抱える子供・生徒を早期に把

握し、適切な支援につなぐという、先ほども申し上げた、かながわ子どもサポー

トドックに取り組んでおります。 

 また、ヤングケアラーを早期に発見するためには、教職員がヤングケアラーに

ついての理解を深めることが必要です。そこで、県教育委員会では、ヤングケア

ラーについての理解促進や、その支援方法等について解説した教職員向けの指

導資料を作成し、県内の公立学校の教職員に配付するなど、周知・啓発に努めて

います。 
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◆小野寺慎一郎委員  

 しっかりまずは理解を深めていかないと、なかなか自分のクラスの中で、学校

の中で問題を抱えている子供たちを発見するということは難しいと思いますの

で、それはしっかりと進めていただきたいと思います。 

 先ほど来、かながわ子どもサポートドックについて様々お話を頂いておりま

すけれども、この、かながわ子どもサポートドック、これによってヤングケアラ

ーの支援という点でどういう効果があると考えていらっしゃいますか。 

 

◎学校支援課長  

 ヤングケアラーについては、子供自身がヤングケアラーであることに気づい

ていない、自分が家族としてケアすることが当然と思っている、あるいは、不安

を抱えていても家庭内の問題として言い出せない、こういった場合も考えられ

ます。そういったことから、かながわ子どもサポートドックの自己チェックアン

ケートに、家の用事や家族の世話等をしていて自分のやりたいことができない

といった、ヤングケアラーに関連する質問項目を今年度から設定しました。サポ

ートドックの取組により、ヤングケアラーを含めた、自らＳＯＳを出せない子供

たちが抱える困難を早期に把握し、福祉などのアウトリーチにつなげることで、

子供たちの困難が深刻化するのを未然に防げるという効果があると考えていま

す。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 ヤングケアラーの難しさというのは、本当に見つけにくいというところが大

きいんだと思いますので、そこをしっかり徹底してやっていただければと思い

ます。 

 先ほど申し上げたんだけれども、子供たちの異常にいち早く気がついてあげ

られるというのは、学校の先生方だというふうに思っているんです。特に、家庭

の中で起きている問題は、なかなか見えてこない。やっぱり学校で見つけてあげ

る、それが一番なんだと思うんだけれども、これまで、実際に学校が、ヤングケ

アラーである子供を把握して支援につなげられた事例というのは、具体的にあ

るんですか。 

 

◎学校支援課長  

 支援につなげた事例としては、担任がサポートドックの結果を踏まえ、気がか

りな生徒に対してプッシュ型面談を実施したところ、母親が、生活保護費や生徒

のアルバイト代を使ってしまい、１日１食程度しか食べておらず、また、弟の面

倒も見ているという状況を把握しました。それを受けて、スクールソーシャルワ

ーカーが当該生徒と面談を行い、生活保護担当のケースワーカーと連携して学

校での対応方法について検討するとともに、市町村の生活保護部門に支援制度

が活用できるように調整し、サポートを行ったといった事例がございます。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 確かに、一つのモデルだと思いますけれども、これ、なぜ分かったんでしょう。
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さっき言った、かながわ子どもサポートドックに何か記録があって、それを見た

ということですか。 

 

◎学校支援課長  

 生徒が回答した自己チェックアンケートというのは、直接的にはっきりと自

分がヤングケアラーであるとかということを告白するんじゃなくて、何か自分

の中の心がザワザワしているとか落ち着かないとか、そういった子たちに、まず

こちら側から積極的にプッシュ型の面談を行って、その面談によって話を深掘

りすることで、その先にあった困難に気づくと、発見するというような状況でサ

ポートドックのほうは取り組んでおります。 

 

◎支援部長  

 補足をさせていただきますと、先ほど課長からも答弁させていただきました

が、サポートドックの自己チェックアンケートの項目に、家庭で家族の世話をし

ているというような項目が入っておりますので、それにチェックした子供とい

うのが、まず一つ注目すべき子供だということで把握しております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 そうでしょうね。なかなか、お母様がお金を使い込んじゃってごはんが食べら

れないという、そういう答えはなかなかしにくいからね、そういう状況を見つけ

てあげるのは、本当に手がかりをそこからつかんでいくというのは大変なこと

だと思いますけれども、引き続きお願いしたいと思います。 

 自分がヤングケラーであるという自覚がない、これは先ほど来、御説明を頂い

ているとおりなんですが、学校現場でヤングケアラーについての啓発とか相談

窓口の周知というのはどのように行っているのか確認をさせてください。 

 

◎学校支援課長  

 県教育委員会では、子供たちのヤングケアラーについての理解を図るために、

厚生労働省や県高齢福祉課が作成したヤングケアラーに関するポスターやリー

フレットを学校に配付し、教室や廊下など、生徒が目に触れる場所に掲示するよ

う促しています。 

 また、各学校から、かながわヤングケアラー等相談ＬＩＮＥなどの相談窓口に

ついて、入学時や夏季休業前など様々な時期を捉えて、生徒一人一人に相談窓口

紹介カード等を配付するとともに、１人１台端末等に相談窓口一覧をプッシュ

型配信するなど周知を行っています。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 ヤングケアラーの支援というのは、もちろん学校現場だけではできないわけ

で、福祉との連携が不可欠だというふうに思います。こども家庭庁のホームペー

ジを見ましたら、教育委員会と福祉部局が連携して研修を実施するなど、他の都

道府県や市町村の先進的な取組が紹介されていました。本県では、教育委員会と

福祉子どもみらい局がどのように連携して取り組んでいるのか、お伺いいたし
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ます。 

 

◎学校支援課長  

 これまで県教育委員会では、スクールソーシャルワーカー連絡協議会の場に

おいて、子ども家庭課や生活援護課の職員とのワークショップや、ケアラー支援

専門員との情報交換を行うなど、教育と福祉の取組を互いに共有してきました。

福祉部局が行うヤングケアラー支援の取組をスクールソーシャルワーカーが学

校に持ち帰り、教職員と情報共有するとともに、実際の支援に生かすなど、福祉

子どもみらい局と連携を図っています。 

 また、ケアラー支援庁内連絡会議において、部局横断的にヤングケアラーにつ

いての取組などの情報共有を行っています。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 あと、特に小中学生がヤングケアラーの状況に置かれている場合、彼らへの支

援を進めるためには、その子供たちが住んでいる市町村の福祉部局との連携も

必要かと思いますが、これはどのような連携を図られていますでしょうか。 

 

◎子ども教育支援課長  

 県教育委員会が主催するスクールソーシャルワーカーの会議に市町村の児童

福祉担当課や市の福祉事務所が参加し、情報共有や効果的な支援に向けた協議

を行うことで、顔の見える関係を築いて円滑な連携に取り組んでいます。 

 また、スクールソーシャルワーカーの効果的な活用を促進するという観点か

ら、学校向けスクールソーシャルワーカー活用ハンドブック、これを作成いたし

まして、市町村教育委員会を通して各小中学校に周知するとともに、教育相談コ

ーディネーターなどを対象とした様々な会議で活用について促しているところ

でございます。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 今お話のあった学校向けスクールソーシャルワーカー活用ハンドブックは、

どういう内容のものかをお願いいたします。 

 

◎子ども教育支援課長  

 スクールソーシャルワーカーとしての専門的職務、また具体的な役割、課題や

困難に応じた活用事例などを示すことで、スクールソーシャルワーカーを中心

とした学校の組織的対応の充実を図る内容を掲載しております。 

 ヤングケアラーへの支援につきましては、スクールソーシャルワーカーとし

ての専門性を生かした情報整理や外部との連携等について示しております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 このハンドブックというのは、先生方も皆さんお持ちなんでしょうか。 
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◎子ども教育支援課長  

 市町村教育委員会として市町村立の小中学校の先生方のお手元に行くように

示しております。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 最後に、今後、県教育委員会としてヤングケアラー支援にどのように取り組ん

でいくのか、お伺いをいたします。 

 

◎学校支援課長  

 昨年度からスタートした、かながわ子どもサポートドックの取組も今年度で

２年目となり、効果的な事例も報告されています。そういった好事例を共有する

などして各学校のサポートドックの取組を充実させることで、ヤングケアラー

の発見のみならず、困難を抱える子供たちを医療や福祉等につなげ、その子供の

置かれた環境等の改善に努めていきます。 

 また、引き続き、福祉子どもみらい局や市町村児童福祉担当課と連携を図りな

がら、ヤングケアラーの現状や課題、支援方策等について情報共有するなどし

て、ヤングケアラーへの啓発や支援の充実を図ってまいります。 

 

◆小野寺慎一郎委員  

 それでは、最後に要望を申し上げますが、本来であれば、子供らしい夢や希望

を抱いている時代ですよね。そうすることができないということは、大変深刻な

問題なんだけれども、一方で自分が家庭を支えると頑張っている、そうした子供

本人の気持ちにも配慮しながら支援をしていく必要があるというふうに思って

います。 

 今後、学校においても子供たちもそうだし、学校の先生方もそうなんだけれど

も、両方にしっかりヤングケアラーの啓発を行っていくことがすごく大事だと

思います。 

 今回の法改正では、都道府県のみならず市町村の役割も大変広く重くなって

いると感じています。ぜひとも、県の福祉部局をはじめとして、市町村との連

携、これを通して取組の一層の推進を図っていただくよう要望いたしまして、

私の質問を終わります。 


